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ChatLuck シリーズ製品 年間サポート約款  

 

第1条 （ サ ポ ー ト 約 款 の 適 用 ）  

1.株 式 会 社 ネ オ ジ ャ パ ン（ 以 下「 当 社 」と い い ま す 。）は 、こ の ChatLuck シ リ ー ズ 製 品 年

間 サ ポ ー ト 約 款（ 以 下「 サ ポ ー ト 約 款 」と い い ま す 。）に 基 づ き 、ChatLuck シ リ ー ズ 製

品 の 年 間 サ ポ ー ト を 購 入 し た お 客 様 に 第 2 条（ 定 義 ）に 定 め る 本 サ ポ ー ト を 提 供 し ま す 。  

2.サ ポ ー ト 約 款 と 第 2 条 （ 定 義 ） に 定 め る 個 別 の サ ポ ー ト 契 約 の 規 定 が 異 な る と き は 、個

別 の サ ポ ー ト 契 約 の 規 定 が サ ポ ー ト 約 款 に 優 先 し て 適 用 さ れ る も の と し ま す 。  

 

第2条 （ 定 義 ）  

サ ポ ー ト 約 款 に お け る 主 な 用 語 の 定 義 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と お り と し ま す 。  

(1)「 本 サ ポ ー ト 」と は 、サ ポ ー ト 約 款 に 基 づ き 、当 社 が お 客 様 に 提 供 す る ChatLuck シ

リ ー ズ 製 品 の 年 間 サ ポ ー ト を い い ま す 。  

(2)「 お 客 様 」と は 、サ ポ ー ト 証 書 を 購 入 し た 、サ ポ ー ト 約 款 に 基 づ く 本 サ ポ ー ト の 提供

を 受 け る 者 を い い ま す 。  

(3)「 個 別 の サ ポ ー ト 契 約 」と は 、サ ポ ー ト 約 款 に 基 づ き 当 社 と お 客 様 と の 間 で 個 別 に 締

結 さ れ る 本 サ ポ ー ト の 提 供 に 関 す る 契 約 を い い ま す 。  

(4)「 サ ポ ー ト 契 約 等 」 と は 、 個 別 の サ ポ ー ト 契 約 及 び サ ポ ー ト 約 款 を い い ま す 。  

(5)「 本 体 ラ イ セ ン ス 」と は 、当 社 が 販 売 す る ChatLuck シ リ ー ズ 製 品 を 利 用 す る 際 に 必

要 と な る ラ イ セ ン ス を い い ま す 。  

(6)「 ラ イ セ ン ス 等 」と は 、追 加 ラ イ セ ン ス 、開 発 検 証 サ ー バ ー ラ イ セ ン ス 、バ ッ ク ア ッ

プ サ ー バ ー ラ イ セ ン ス 、分 散 サ ー バ ー ラ イ セ ン ス 、オ プ シ ョ ン ラ イ セ ン ス 、カ ス タ マ

イ ズ サ ー ビ ス そ の 他 の 関 連 ラ イ セ ン ス を い い ま す 。  

(7)「 消 費 税 等 」と は 、消 費 税 法 及 び 同 法 に 関 連 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ き 課 税 さ れ る 消 費

税 の 額 並 び に 地 方 税 法 及 び 同 法 に 関 す る 法 令 の 規 定 に 基 づ き 課 税 さ れ る 地 方 消 費 税

の 額 そ の 他 お 客 様 が 支 払 に 際 し て 負 担 す べ き 公 租 公 課 を い い ま す 。  

 

第3条 （ 対 象 製 品 ）  

1.サ ポ ー ト 約 款 に 基 づ く 本 サ ポ ー ト の 対 象 と な る 製 品 は 、年 間 サ ポ ー ト 購 入 証 書（ 以 下「サ

ポ ー ト 証 書 」と い い ま す 。）に 定 め る と お り と し ま す 。な お 、対 象 製 品 が 利 用 す る 第 三 者

ソ フ ト ウ ェ ア（OS、DB、ミ ド ル ウ ェ ア 等 ）及 び ハ ー ド ウ ェ ア は 本 サ ポ ー ト の 対 象 外 と し

ま す 。  

2.対 象 製 品 毎 の サ ポ ー ト 提 供 内 容 の 詳 細 は 別 紙 に 定 め る と お り と し ま す 。  
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第4条 （ サ ポ ー ト 提 供 期 間 ）  

1.初 年 度 の 年 間 サ ポ ー ト は 、 お 客 様 の 初 回 ラ イ セ ン ス 購 入 日 か ら ご 提 供 い た し ま す が 、当

社 ご 注 文 受 付 日 の 翌 月 1 日（ 当 社 受 付 日 が 月 初 日 の 場 合 に は 当 月 1 日 ）か ら 1 年 間 を 基

本 の サ ポ ー ト 期 間 と し ま す 。  

2.再 継 続 年 間 サ ポ ー ト は 、 再 継 続 年 間 サ ポ ー ト の 購 入 日 か ら ご 提 供 い た し ま す が 、 当 社ご

注 文 受 付 日 の 翌 月 1 日（ 当 社 受 付 日 が 月 初 日 の 場 合 に は 当 月 1 日 ）か ら 1 年 間 を 基 本 の

サ ポ ー ト 期 間 と し ま す 。  

3.次 年 度 以 降 の 年 間 サ ポ ー ト 期 間 開 始 日 は 、 前 年 度 サ ポ ー ト 期 間 内 に お 客 様 か ら の 注 文を

当 社 が 受 け 付 け た 場 合 、 前 年 度 サ ポ ー ト 期 間 満 了 日 の 翌 日 か ら と し ま す 。 ま た 、 前 年度

サ ポ ー ト 期 間 満 了 後 に お 客 様 か ら の 注 文 を 当 社 が 受 け 付 け た 場 合 、受 付 日 の 翌 月 1 日（ 当

社 受 付 日 が 月 初 日 の 場 合 に は 当 月 1 日 ） か ら と し ま す 。  

4.年 間 サ ポ ー ト の 提 供 期 間 満 了 日 か ら 1 年 以 上 経 過 さ れ て 購 入 さ れ る 場 合 は 「 再 継 続 年間

サ ポ ー ト 」 を 購 入 い た だ く 必 要 が ご ざ い ま す 。  

5.年 間 サ ポ ー ト 期 間 途 中 に 、 お 客 様 が 追 加 ラ イ セ ン ス 等 を 購 入 さ れ た 場 合 、 追 加 購 入 した

ラ イ セ ン ス の 年 間 サ ポ ー ト は 、 お 客 様 が 購 入 し た 日 か ら 提 供 い た し ま す が 、 提 供 期 間は

追 加 前 ラ イ セ ン ス の サ ポ ー ト 期 間 に 準 拠 す る も の と し ま す 。 追 加 ラ イ セ ン ス 等 の 購 入に

よ り サ ポ ー ト 料 金 に 変 更 が 生 じ た 場 合 、 追 加 後 の 新 サ ポ ー ト 料 金 は 、 翌 年 度 の 年 間 サポ

ー ト 購 入 時 か ら 適 用 さ れ ま す 。  

6.年 間 サ ポ ー ト 期 間 は 、 年 間 サ ポ ー ト 証 書 に 定 め る も の と し ま す 。  

 

第5条 （ サ ポ ー ト 契 約 の 締 結 等 ）  

サ ポ ー ト 契 約 は 、 お 客 様 か ら の 本 サ ポ ー ト の 注 文 を 当 社 が 受 注 し 、 当 社 が こ れ に 対 しサ

ポ ー ト 証 書 を 発 送 し た と き に 成 立 す る も の と し ま す 。 な お 、 お 客 様 は サ ポ ー ト 約 款 の内

容 を 承 諾 の 上 、 か か る 注 文 を 行 う も の と し 、 お 客 様 が 注 文 を 行 っ た 時 点 で 、 当 社 は 、お

客 様 が サ ポ ー ト 約 款 の 内 容 を 承 諾 し て い る も の と み な し ま す 。  

 

第6条 （ 提 供 地 域 及 び 言 語 ）  

1.本 サ ポ ー ト の 提 供 区 域 は 、 サ ポ ー ト 契 約 等 で 特 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 日 本 国 内 に 限 定 さ

れ る も の と し ま す 。  

2.本 サ ポ ー ト の 提 供 言 語 は 、 サ ポ ー ト 契 約 等 で 特 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 日 本 語 に 限 定 され

る も の と し ま す 。  
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第7条 （ 善 管 注 意 義 務 ）  

当 社 は 、 本 サ ポ ー ト 期 間 中 、 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 を も っ て 本 サ ポ ー ト を 提 供 す る もの

と し ま す 。 但 し 、 サ ポ ー ト 契 約 等 に 別 段 の 定 め が あ る と き は こ の 限 り で は な い も の とし

ま す 。  

 

第8条 （ 通 知 ）  

1.当 社 か ら お 客 様 へ の 通 知 は サ ポ ー ト 契 約 等 に 特 段 の 定 め の な い 限 り 、 通 知 内 容 を 電 子メ

ー ル 、 書 面 又 は 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る な ど 、 当 社 が 適 当 と 判 断 す る 方 法 に より

行 い ま す 。  

2.前 項 の 規 定 に 基 づ き 、 当 社 か ら お 客 様 へ の 通 知 を 電 子 メ ー ル の 送 信 又 は 当 社 の ホ ー ムペ

ー ジ へ の 掲 載 の 方 法 に よ り 行 う 場 合 に は 、 お 客 様 に 対 す る 当 該 通 知 は 、 そ れ ぞ れ 電 子メ

ー ル の 送 信 又 は ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 が な さ れ た 時 点 か ら 効 力 を 生 じ る も の と し ま す。  

 

第9条 （ 再 委 託 ）  

当 社 は 、 お 客 様 に 対 す る 本 サ ポ ー ト の 提 供 に 関 し て 必 要 と な る 業 務 の 全 部 又 は 一 部 を当

社 の 判 断 に て 第 三 者 に 再 委 託 す る こ と が で き ま す 。 こ の 場 合 、 当 社 は 、 当 該 第 三 者 （以

下「 再 委 託 先 」と い い ま す 。）に 対 し 、第 15 条（ 秘 密 情 報 の 取 扱 い ）及 び 第 16 条（ 個 人

情 報 の 取 扱 い ） の ほ か 当 該 再 委 託 業 務 遂 行 に つ い て サ ポ ー ト 契 約 等 所 定 の 当 社 の 義 務と

同 等 の 義 務 を 負 わ せ る も の と し ま す 。  

 

第10条 （ 問 合 せ 担 当 者 ）  

お 客 様 は 、 本 サ ポ ー ト に 基 づ く 問 合 せ 担 当 者 を あ ら か じ め 定 め た 上 、 本 サ ポ ー ト に 基づ

く 当 社 へ の 問 合 せ は 、 原 則 と し て 問 合 せ 担 当 者 を 通 じ て 行 う も の と し ま す 。  

 

第11条 （ サ ポ ー ト 料 金 ）  

1.お 客 様 は 本 サ ポ ー ト の 対 価 と し て 別 途 定 め る サ ポ ー ト 料 金 及 び 消 費 税 等 を 当 社 の 定 める

方 法 に て 支 払 う も の と し ま す 。 ま た 、 サ ポ ー ト 料 金 の 支 払 に 必 要 な 振 込 手 数 料 そ の 他の

費 用 は お 客 様 の 負 担 と し ま す 。  

2.本 サ ポ ー ト 提 供 期 間 中 に 消 費 税 等 及 び 地 方 税 法 そ の 他 法 律 の 制 定 及 び 改 正 等 が 施 行 され

た 場 合 、 お 客 様 は そ の 定 め に 従 い 消 費 税 等 を 支 払 う も の と し ま す 。 な お 、 支 払 い 方 法、

手 数 料 等 は 前 項 の 定 め を 準 用 し ま す 。  
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第12条 （ 遅 延 利 息 ）  

1.お 客 様 が 、 本 サ ポ ー ト の サ ポ ー ト 料 金 そ の 他 サ ポ ー ト 契 約 に 基 づ く 債 務 を 所 定 の 支 払期

日 が 過 ぎ て も な お 履 行 し な い 場 合 、 お 客 様 は 、 所 定 の 支 払 期 日 の 翌 日 か ら 支 払 日 の 前日

ま で の 日 数 に 、 年 14.5%の 利 率 で 計 算 し た 金 額 を 延 滞 利 息 と し て 、 本 サ ポ ー ト の 料 金 そ

の 他 と 一 括 し て 、 当 社 が 指 定 す る 期 日 ま で に 当 社 の 指 定 す る 方 法 に よ り 支 払 う も の とし

ま す 。  

2.前 項 の 支 払 い に 必 要 な 振 込 手 数 料 そ の 他 の 費 用 は 、 お 客 様 の 負 担 と し ま す 。  

 

第13条 （ 変 更 通 知 ）  

1.お 客 様 は 、 そ の 商 号 若 し く は 名 称 又 は 本 店 所 在 地 、 住 所 若 し く は 連 絡 先 そ の 他 の お 客様

に か か わ る 事 項 に 変 更 が あ る と き は 、 当 社 の 定 め る 方 法 に よ り 変 更 予 定 日 の 30 日 前ま

で に 当 社 に 通 知 す る も の と し ま す 。  

2.当 社 は 、 お 客 様 が 前 項 に 従 っ た 通 知 を 怠 っ た こ と に よ り お 客 様 が 通 知 の 不 到 達 そ の 他の

事 由 に よ り 損 害 を 被 っ た 場 合 で あ っ て も 、 一 切 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。  

 

第14条 （ サ ポ ー ト 約 款 の 変 更 ）  

1.当 社 は 、 サ ポ ー ト 約 款 を 随 時 変 更 す る こ と が あ り ま す 。 な お 、 こ の 場 合 に は 、 お 客 様の

利 用 条 件 そ の 他 サ ポ ー ト 契 約 の 内 容 は 、 変 更 後 の 新 サ ポ ー ト 約 款 を 適 用 す る も の と しま

す 。  

2.当 社 は 、前 項 の 変 更 を 行 う 場 合 は 、30 日 の 予 告 期 間 を お い て 、変 更 後 の 新 サ ポ ー ト 約款

の 内 容 を お 客 様 に 通 知 す る も の と し ま す 。  

 

第15条 （ 秘 密 情 報 の 取 扱 い ）  

1.お 客 様 及 び 当 社 は 、 本 サ ポ ー ト 遂 行 の た め 相 手 方 よ り 提 供 を 受 け た 技 術 上 又 は 営 業 上そ

の 他 業 務 上 の 情 報 の う ち 、相 手 方 が 特 に 秘 密 で あ る 旨 あ ら か じ め 書 面 で 指 定 し た 情 報 で 、

提 供 の 際 に 秘 密 情 報 の 範 囲 を 特 定 し 、秘 密 情 報 で あ る 旨 の 表 示 を 明 記 し た 情 報（ 以 下「 秘

密 情 報 」と い い ま す 。）を 第 三 者 に 開 示 又 は 漏 洩 し な い も の と し ま す 。但 し 、相 手 方 から

あ ら か じ め 書 面 に よ る 承 諾 を 受 け た 場 合 及 び 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 情 報 に つい

て は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。  

(1)秘 密 保 持 義 務 を 負 う こ と な く 既 に 保 有 し て い る 情 報  

(2)秘 密 保 持 義 務 を 負 う こ と な く 第 三 者 か ら 正 当 に 入 手 し た 情 報  

(3)相 手 方 か ら 提 供 を 受 け た 情 報 に よ ら ず 、 独 自 に 開 発 し た 情 報  

(4)サ ポ ー ト 契 約 等 に 違 反 す る こ と な く 、 か つ 、 受 領 の 前 後 を 問 わ ず 公 知 と な っ た 情 報  
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(5)本 条 に 従 っ た 指 定 、範 囲 の 特 定 や 秘 密 情 報 で あ る 旨 の 表 示 が な さ れ ず 提 供 さ れ た 情 報  

2.前 項 の 定 め に か か わ ら ず 、 お 客 様 及 び 当 社 は 、 秘 密 情 報 の う ち 法 令 の 定 め に 基 づ き 又は

権 限 あ る 官 公 署 か ら の 要 求 に よ り 開 示 す べ き 情 報 を 、 当 該 法 令 の 定 め に 基 づ く 開 示 先 又

は 当 該 官 公 署 に 対 し 開 示 す る こ と が で き る も の と し ま す 。こ の 場 合 、お 客 様 及 び 当 社 は、

関 連 法 令 に 反 し な い 限 り 、 当 該 開 示 前 に 開 示 す る 旨 を 相 手 方 に 通 知 す る も の と し 、 開示

前 に 通 知 を 行 う こ と が で き な い 場 合 は 開 示 後 速 や か に こ れ を 行 う も の と し ま す 。  

3.秘 密 情 報 の 提 供 を 受 け た 当 事 者 は 、 当 該 秘 密 情 報 の 管 理 に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の とし

ま す 。  

4.秘 密 情 報 の 提 供 を 受 け た 当 事 者 は 、 相 手 方 よ り 提 供 を 受 け た 秘 密 情 報 を 本 サ ポ ー ト 遂行

目 的 の 範 囲 内 で の み 使 用 し 、 本 サ ポ ー ト 遂 行 上 必 要 な 範 囲 内 で 秘 密 情 報 を 化 体 し た 資料

等（ 以 下 本 条 に お い て「 資 料 等」と い い ま す 。）を 複 製 又 は 改 変（ 以 下 本 項 に お い て あ わ

せ て「 複 製 等 」と い い ま す 。）す る こ と が で き る も の と し ま す 。こ の 場 合 、お 客 様 及 び 当

社 は 、 当 該 複 製 等 さ れ た 秘 密 情 報 に つ い て も 、 本 条 に 定 め る 秘 密 情 報 と し て 取 り 扱 うも

の と し ま す 。 な お 、 本 サ ポ ー ト 遂 行 上 必 要 な 範 囲 を 超 え る 複 製 等 が 必 要 な 場 合 は 、 あら

か じ め 相 手 方 か ら 書 面 に よ る 承 諾 を 受 け る も の と し ま す 。  

5.前 各 項 の 規 定 に 関 わ ら ず 、 当 社 が 必 要 と 認 め た 場 合 に は 、 第 8 条 （ 再 委 託 ） 所 定 の 再委

託 先 に 対 し て 、 再 委 託 の た め に 必 要 な 範 囲 で 、 お 客 様 か ら 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 受け

る こ と な く 秘 密 情 報 を 開 示 す る こ と が で き ま す 。 但 し 、 こ の 場 合 、 当 社 は 再 委 託 先 に対

し て 、 本 条 に 基 づ き 当 社 が 負 う 秘 密 保 持 義 務 と 同 等 の 義 務 を 負 わ せ る も の と し ま す 。  

6.秘 密 情 報 の 提 供 を 受 け た 当 事 者 は 、 相 手 方 の 要 請 が あ っ た と き は 資 料 等 （ 本 条 第 4 項に

基 づ き 相 手 方 の 承 諾 を 得 て 複 製 、 改 変 し た 秘 密 情 報 を 含 み ま す ） を 相 手 方 に 返 還 す るも

の と し ま す 。  

7.本 条 の 規 定 は 、 本 サ ポ ー ト 終 了 後 1 年 間 有 効 に 存 続 す る も の と し ま す 。  

 

第16条 （ 個 人 情 報 の 取 扱 い ）  

1.お 客 様 及 び 当 社 は 、 本 サ ポ ー ト 遂 行 の た め 相 手 方 よ り 提 供 を 受 け た 営 業 上 そ の 他 業 務上

の 情 報 に 含 ま れ る 個 人 情 報 （ 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 に 定 め る 「 個 人 情 報 」 を いい

ま す 。 以 下 同 じ と し ま す ） を 本 サ ポ ー ト 遂 行 目 的 の 範 囲 内 で の み 使 用 し 、 第 三 者 に 開示

又 は 漏 洩 し な い も の と す る と と も に 、 個 人 情 報 に 関 し て 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る こ とを

含 め 関 連 法 令 を 遵 守 す る も の と し ま す 。  

2.個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て は 、 前 条 （ 秘 密 情 報 の 取 扱 い ） 第 3 項 か ら 第 6 項 の 規 定 を 準

用 す る も の と し ま す 。  

3.本 条 の 規 定 は 、 本 サ ポ ー ト 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る も の と し ま す 。  

  



 SA2634A24124 

6/12 

 

第17条 （ 損 害 賠 償 ）  

当 社 は 、 自 ら の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り サ ポ ー ト 契 約 等 に 基 づ く 当 社 の 義 務 の 履 行 に際

し て 、 お 客 様 に 損 害 を 及 ぼ し た 場 合 、 お 客 様 に 対 し 当 該 損 害 を 賠 償 す る も の と し ま す。

但 し 、 当 社 の か か る 賠 償 責 任 は 、 請 求 の 原 因 の 如 何 を 問 わ ず 、 お 客 様 に 現 実 に 生 じ た直

接 損 害 に 限 定 さ れ 、サ ポ ー ト 契 約 等 に 基 づ い て お 客 様 か ら 当 社 に 支 払 わ れ た 1 年 分 の サ

ポ ー ト 料 金 の 額 を 超 え な い も の と し 、当 社 は い か な る 場 合 に も 、お 客 様 に 生 じ た 間 接 的 、

派 生 的 及 び 特 別 損 害 並 び に 逸 失 利 益 に つ い て 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。  

 

第18条 （ 権 利 義 務 の 譲 渡 禁 止 ）  

お 客 様 は 、 あ ら か じ め 当 社 の 書 面 に よ る 承 諾 が な い 限 り 、 サ ポ ー ト 契 約 等 上 の 地 位 、サ

ポ ー ト 契 約 等 に 基 づ く 権 利 又 は 義 務 の 全 部 又 は 一 部 を 他 に 譲 渡 し 又 は 承 継 し て は な らな

い も の と し ま す 。 但 し 、 合 併 、 営 業 譲 渡 等 に よ る 包 括 承 継 に つ い て は こ の 限 り で は ない

も の と し ま す 。  

 

第19条 （ 免 責 及 び 適 用 除 外 ）  

1.天 災 、 水 害 、 戦 争 、 内 乱 、 法 令 の 改 廃 、 そ の 他 当 社 の 責 に 帰 す こ と の で き な い 事 由 によ

る 本 サ ポ ー ト の 履 行 遅 滞 、 履 行 不 能 又 は 不 完 全 履 行 に つ い て は 、 当 社 は 免 責 さ れ る もの

と し ま す 。  

2.次 に 定 め る 事 項 は 、 本 サ ポ ー ト の 対 象 外 と し ま す 。  

(1)お 客 様 以 外 の 者 に よ る 対 象 製 品 の 改 造 に 起 因 し た 不 具 合 、 損 傷 に 関 す る 対 応  

(2)運 用 上 の は な は だ し い 誤 用 、 悪 用 に 起 因 し た 不 具 合 、 損 傷 に 関 す る 対 応  

 

第20条 （ 解 約 ）  

1.お 客 様 及 び 当 社 は 、 本 サ ポ ー ト 期 間 中 に お い て も 2 か 月 前 ま で に 文 書 に よ る 申 し 出 を行

う こ と で 本 サ ポ ー ト を 解 約 す る こ と が で き ま す 。  

2.当 社 は 、 お 客 様 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は お 客 様 に 対 し 何 等 の 通 知 、催

告 を 要 せ ず 直 ち に 本 サ ポ ー ト を 解 約 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

(1)本 サ ポ ー ト に 基 づ く 義 務 を 履 行 せ ず 、相 当 期 間 を 定 め て 書 面 に よ る 催 告 を し た 後 も な

お こ れ を 履 行 し な い と き  

(2)差 押 、 仮 差 押 、 仮 処 分 、 競 売 の 申 立 て を 受 け 、 又 は 公 売 処 分 、 租 税 滞 納 処 分 を 受 け 、

又 は 破 産 、 民 事 再 生 、 会 社 更 生 の 申 立 が あ っ た と き  

(3)手 形 又 は 小 切 手 を 不 渡 り と し た と き 、 又 は 電 子 交 換 所 の 取 引 停 止 処 分 を 受 け た と き 、

そ の 他 支 払 停 止 又 は 不 能 の 状 態 に 陥 っ た と き 。  

(4)会 社 が 解 散 し た と き 、 又 は 会 社 清 算 手 続 が 開 始 さ れ た と き 。  

  



 SA2634A24124 

7/12 

 

(5)そ の 他 財 産 状 態 が 著 し く 悪 化 し 、又 は 著 し く 悪 化 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 相 当

の 事 由 が あ る と き 。  

(6)本 サ ポ ー ト の 妨 害 又 は そ れ に 類 す る 行 為 を 行 っ て い る と 当 社 が 判 断 し た と き  

3.前 2 項 に 基 づ い て 本 サ ポ ー ト が 解 約 さ れ た 場 合 、 お 客 様 は 当 社 に 対 し 、 自 ら 支 払 っ た年

間 サ ポ ー ト 料 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 求 め る こ と は で き な い も の と し ま す 。  

 

第21条 （ 反 社 会 的 勢 力 の 排 除 ）  

1.お 客 様 及 び 当 社 は 、 現 在 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 員 で な く な っ た 時 か ら 5 年 を 経過

し な い 者 、 暴 力 団 準 構 成 員 、 暴 力 団 関 係 企 業 、 総 会 屋 等 、 社 会 運 動 等 標 ぼ う ゴ ロ 又 は特

殊 知 能 暴 力 集 団 等 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 者 （ 以 下 こ れ ら を 「 暴 力 団 員 等 」 と い い ま す 。）

に 該 当 し な い こ と 、 及 び 次 の 各 号 の い ず れ か 一 に も 該 当 し な い こ と を 表 明 し 、 か つ 将来

に わ た っ て も 該 当 し な い こ と を 表 明 し 、 保 証 す る も の と し ま す 。  

(1)暴 力 団 員 等 が 経 営 を 支 配 し て い る と 認 め ら れ る 関 係 を 有 す る こ と  

(2)暴 力 団 員 等 が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 関 係 を 有 す る こ と  

(3)自 己 、自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え る 目 的 を

も っ て す る な ど 、 不 当 に 暴 力 団 員 等 を 利 用 し て い る と 認 め ら れ る 関 係 を 有 す る こ と  

(4)暴 力 団 員 等 に 対 し て 資 金 等 を 提 供 し 、又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど の 関 与 を し て い る と 認

め ら れ る 関 係 を 有 す る こ と  

(5)役 員 又 は 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 が 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関

係 を 有 す る こ と  

2.お 客 様 及 び 当 社 は 、 自 ら 又 は 第 三 者 を 利 用 し て 次 の 各 号 の い ず れ か 一 に で も 該 当 す る行

為 を 行 っ て は な ら な い も の と し ま す 。  

(1)暴 力 的 な 要 求 行 為  

(2)法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為  

(3)取 引 に 関 し て 、 脅 迫 的 な 言 動 を し 、 又 は 暴 力 を 用 い る 行 為  

(4)風 説 を 流 布 し 、偽 計 を 用 い 又 は 威 力 を 用 い て 相 手 方 の 信 用 を 毀 損 し 、又 は 相 手 方 の 業

務 を 妨 害 す る 行 為  

(5)そ の 他 前 各 号 に 準 ず る 行 為  

3.お 客 様 及 び 当 社 は 、 相 手 方 が 第 1 項 の い ず れ か に 一 に で も 違 反 す る と 疑 わ れ る 合 理 的な

事 情 が あ る 場 合 に は 、 当 該 違 反 の 有 無 に つ き 、 相 手 方 の 調 査 を 行 う こ と が で き 、 相 手方

は こ れ に 協 力 す る も の と し ま す 。ま た 、お 客 様 及 び 当 社 は 、自 ら が 第 1 項 の い ず れ か に

一 に で も 違 反 し 、 又 は そ の お そ れ が あ る こ と が 判 明 し た 場 合 に は 、 相 手 方 に 対 し 、 直ち

に そ の 旨 を 通 知 す る も の と し ま す  
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4.お 客 様 及 び 当 社 は 、 相 手 方 が 前 三 項 の い ず れ か 一 に で も 違 反 し た 場 合 は 、 相 手 方 の 有す

る 期 限 の 利 益 を 喪 失 さ せ 、 ま た 、 通 知 又 は 催 告 等 何 ら の 手 続 を 要 し な い で 直 ち に 利 用契

約 を 解 除 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

5.お 客 様 及 び 当 社 は 、 前 項 に 基 づ く 解 除 に よ り 相 手 方 が 被 っ た 損 害 に つ き 、 一 切 の 義 務及

び 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。  

 

第22条 （ 準 拠 法 ）  

サ ポ ー ト 契 約 等 の 成 立 、 効 力 、 履 行 及 び 解 釈 に 関 す る 準 拠 法 は 、 日 本 法 と し ま す 。  

 

第23条 （ 合 意 管 轄 ）  

お 客 様 と 当 社 の 間 で 訴 訟 の 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、 東 京 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 的合

意 管 轄 裁 判 所 と し ま す 。  

 

第24条 （ 協 議 等 ）  

サ ポ ー ト 契 約 等 に 規 定 の な い 事 項 及 び 規 定 さ れ た 項 目 に つ い て 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 両者

誠 意 を も っ て 協 議 の 上 解 決 す る こ と と し ま す 。 な お 、 サ ポ ー ト 契 約 等 の い ず れ か の 部分

が 無 効 で あ る 場 合 で も 、 サ ポ ー ト 契 約 等 全 体 の 有 効 性 に 影 響 が な い も の と し ま す 。  

 

以 上  
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別 紙 ＜ サ ポ ー ト 提 供 内 容 ＞  

対 象 製 品 毎 の サ ポ ー ト 提 供 内 容・方 法 及 び 免 責 は 次 の 第 1 条 か ら 第 3 条 に 定 め る と お り で す 。 

 

第1条 （ サ ポ ー ト 提 供 内 容 ）  

1.ChatLuck(基 本 /ル ー ム)年 間 サ ポ ー ト /再 継 続 年 間 サ ポ ー ト  

1.技 術 サ ポ ー ト  

「 ChatLuck」 に 関 す る 、 次 の お 問 合 せ に 対 応 し ま す 。  

（ カ ス タ マ イ ズ を 実 施 し て い る 場 合 は 、 そ の 内 容 も 対 応 範 囲 に 含 み ま す ）  

・操 作 方 法 や 設 定 方 法 、サ ー バ ー 環 境 や OS な ど 動 作 環 境 に 関 す る お 問 合 せ  

・ 不 具 合 確 認 や 原 因 調 査 、 問 題 切 り 分 け な ど 、 障 害 に 関 連 す る お 問 合 せ  

・ パ ッ チ モ ジ ュ ー ル の 適 用 お よ び バ ー ジ ョ ン ア ッ プ 作 業 に 関 す る お 問 合 せ  

・ サ ー バ ー 変 更 に 伴 う デ ー タ 移 行 に 関 す る お 問 合 せ  

2.ラ イ セ ン ス キ ー 再 発 行  
「 ChatLuck」 を イ ン ス ト ー ル し て 利 用 す る サ ー バ ー の 変 更 に 伴 う ラ イ セ ン

ス キ ー の 再 発 行 に 対 応 し ま す 。  

3.ICE サ ー バ ー サ ー ビ ス 提 供  

「 ChatLuck」 の 音 声 通 話 ・ ビ デ オ 通 話 ・ 画 面 共 有 機 能 の 利 用 に 必 要 と な る  

ICE サ ー バ ー を 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で サ ー ビ ス 提 供 い た し ま す 。  

※ 年 間 サ ポ ー ト の 期 間 が 終 了 し て い る お 客 様 へ の 、当 社 管 理 ICE サ ー バ ー へ

の 接 続 は 保 証 い た し ま せ ん 。  

4. 新 バ ー ジ ョ ン の 無 償 又 は 特 別 価

格 提 供  

「 ChatLuck」の 新 バ ー ジ ョ ン が リ リ ー ス さ れ た 際 に は 、製 品 版 を 無 償 ま た は

特 別 価 格 に て ご 提 供 い た し ま す 。  

（ 新 バ ー ジ ョ ン の 適 用 に 伴 う 各 種 作 業（ イ ン ス ト ー ル や デ ー タ 移 行 等 ）の 実

施 に つ い て は 、 本 サ ポ ー ト の 対 象 外 で す ）  

5.オ フ ラ イ ン ヘ ル プ の 提 供  

「 ChatLuck」 の オ フ ラ イ ン ヘ ル プ を ご 提 供 い た し ま す 。  

ク ラ イ ア ン ト PC か ら イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 で き な い イ ン ト ラ ネ ッ ト 環 境 で

も 、 ヘ ル プ を ご 利 用 い た だ け ま す 。  

6. カ ス タ マ イ ズ 内 容 の 保 守 及 び 再

カ ス タ マ イ ズ 時 の 値 引 き 対 応  

カ ス タ マ イ ズ を 実 施 し て い る 場 合 、カ ス タ マ イ ズ 部 分 の ソ ー ス・オ ブ ジ ェ ク

ト 及 び ド キ ュ メ ン ト 等 の 管 理 を い た し ま す 。  

ま た 、「 ChatLuck」の 新 バ ー ジ ョ ン に 対 し て 再 カ ス タ マ イ ズ を ご 依 頼 さ れ る

場 合 、年 1 回 を 限 度 と し て 、カ ス タ マ イ ズ 部 分 に か か る 年 間 サ ポ ー ト 料 金 1

年 分 を 再 カ ス タ マ イ ズ 費 か ら 値 引 き い た し ま す 。  

 

2.ChatLuck 中 継 サ ー バ ー 年 間 サ ポ ー ト /再 継 続 年 間 サ ポ ー ト  

1.技 術 サ ポ ー ト  

「 ChatLuck 中 継 サ ー バ ー 」 に 関 す る 、 次 の お 問 合 せ に 対 応 し ま す 。  

（ カ ス タ マ イ ズ を 実 施 し て い る 場 合 は 、 そ の 内 容 も 対 応 範 囲 に 含 み ま す ）  

・ 操 作 方 法 や 設 定 方 法 に 関 す る お 問 合 せ  

・ 不 具 合 確 認 や 原 因 調 査 、 問 題 切 り 分 け な ど 、 障 害 に 関 連 す る お 問 合 せ  

2.ラ イ セ ン ス キ ー 再 発 行  
「 ChatLuck 中 継 サ ー バ ー 」 を イ ン ス ト ー ル し て 利 用 す る サ ー バ ー の 変 更 に

伴 う ラ イ セ ン ス キ ー の 再 発 行 に 対 応 し ま す 。  

 

3.ChatLuck 分 散 サ ー バ ー 年 間 サ ポ ー ト /再 継 続 年 間 サ ポ ー ト  

1.技 術 サ ポ ー ト  

「 ChatLuck 分 散 サ ー バ ー 」 に 関 す る 、 次 の お 問 合 せ に 対 応 し ま す 。  

（ カ ス タ マ イ ズ を 実 施 し て い る 場 合 は 、 そ の 内 容 も 対 応 範 囲 に 含 み ま す ）  

・操 作 方 法 や 設 定 方 法 、サ ー バ ー 環 境 や OS な ど 動 作 環 境 に 関 す る お 問 合 せ  

・ 不 具 合 確 認 や 原 因 調 査 、 問 題 切 り 分 け な ど 、 障 害 に 関 連 す る お 問 合 せ  

・ パ ッ チ モ ジ ュ ー ル の 適 用 お よ び バ ー ジ ョ ン ア ッ プ 作 業 に 関 す る お 問 合 せ  

・ サ ー バ ー 変 更 に 伴 う デ ー タ 移 行 に 関 す る お 問 合 せ  

2.ラ イ セ ン ス キ ー 再 発 行  
「 ChatLuck 分 散 サ ー バ ー 」 を イ ン ス ト ー ル し て 利 用 す る サ ー バ ー の 変 更 に

伴 う ラ イ セ ン ス キ ー の 再 発 行 に 対 応 し ま す 。  
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4.ChatLuck 中 継 分 散 サ ー バ ー 年 間 サ ポ ー ト /再 継 続 年 間 サ ポ ー ト  

1.技 術 サ ポ ー ト  

「 ChatLuck 中 継 分 散 サ ー バ ー 」 に 関 す る 、 次 の お 問 合 せ に 対 応 し ま す 。  

（ カ ス タ マ イ ズ を 実 施 し て い る 場 合 は 、 そ の 内 容 も 対 応 範 囲 に 含 み ま す ）  

・操 作 方 法 や 設 定 方 法 、サ ー バ ー 環 境 や OS な ど 動 作 環 境 に 関 す る お 問 合 せ  

・ 不 具 合 確 認 や 原 因 調 査 、 問 題 切 り 分 け な ど 、 障 害 に 関 連 す る お 問 合 せ  

・ パ ッ チ モ ジ ュ ー ル の 適 用 お よ び バ ー ジ ョ ン ア ッ プ 作 業 に 関 す る お 問 合 せ  

・ サ ー バ ー 変 更 に 伴 う デ ー タ 移 行 に 関 す る お 問 合 せ  

2.ラ イ セ ン ス キ ー 再 発 行  
「 ChatLuck 中 継 分 散 サ ー バ ー 」 を イ ン ス ト ー ル し て 利 用 す る サ ー バ ー の 変

更 に 伴 う ラ イ セ ン ス キ ー の 再 発 行 に 対 応 し ま す 。  

 

5.ChatLuck 開 発 検 証 サ ー バ ー 年 間 サ ポ ー ト /再 継 続 年 間 サ ポ ー ト  

1.技 術 サ ポ ー ト  

「 ChatLuck 開 発 検 証 サ ー バ ー 」 に 関 す る 、 次 の お 問 合 せ に 対 応 し ま す 。  

（ カ ス タ マ イ ズ を 実 施 し て い る 場 合 は 、 そ の 内 容 も 対 応 範 囲 に 含 み ま す ）  

・操 作 方 法 や 設 定 方 法 、サ ー バ ー 環 境 や OS な ど 動 作 環 境 に 関 す る お 問 合 せ  

・ 不 具 合 確 認 や 原 因 調 査 、 問 題 切 り 分 け な ど 、 障 害 に 関 連 す る お 問 合 せ  

・ パ ッ チ モ ジ ュ ー ル の 適 用 お よ び バ ー ジ ョ ン ア ッ プ 作 業 に 関 す る お 問 合 せ  

・ サ ー バ ー 変 更 に 伴 う デ ー タ 移 行 に 関 す る お 問 合 せ  

2.ラ イ セ ン ス キ ー 再 発 行  
「 ChatLuck 開 発 検 証 サ ー バ ー 」 を イ ン ス ト ー ル し て 利 用 す る サ ー バ ー の 変

更 に 伴 う ラ イ セ ン ス キ ー の 再 発 行 に 対 応 し ま す 。  

 

6.ChatLuck 中 継 開 発 検 証 サ ー バ ー 年 間 サ ポ ー ト /再 継 続 年 間 サ ポ ー ト  

1.技 術 サ ポ ー ト  

「 ChatLuck 中 継 開 発 検 証 サ ー バ ー 」に 関 す る 、次 の お 問 合 せ に 対 応 し ま す 。 

（ カ ス タ マ イ ズ を 実 施 し て い る 場 合 は 、 そ の 内 容 も 対 応 範 囲 に 含 み ま す ）  

・操 作 方 法 や 設 定 方 法 、サ ー バ ー 環 境 や OS な ど 動 作 環 境 に 関 す る お 問 合 せ  

・ 不 具 合 確 認 や 原 因 調 査 、 問 題 切 り 分 け な ど 、 障 害 に 関 連 す る お 問 合 せ  

・ パ ッ チ モ ジ ュ ー ル の 適 用 お よ び バ ー ジ ョ ン ア ッ プ 作 業 に 関 す る お 問 合 せ  

・ サ ー バ ー 変 更 に 伴 う デ ー タ 移 行 に 関 す る お 問 合 せ  

2.ラ イ セ ン ス キ ー 再 発 行  
「 ChatLuck 中 継 開 発 検 証 サ ー バ ー 」 を イ ン ス ト ー ル し て 利 用 す る サ ー バ ー

の 変 更 に 伴 う ラ イ セ ン ス キ ー の 再 発 行 に 対 応 し ま す 。  

 

7.ChatLuck バ ッ ク ア ッ プ サ ー バ ー 年 間 サ ポ ー ト /再 継 続 年 間 サ ポ ー ト  

1.技 術 サ ポ ー ト  

「 ChatLuck バ ッ ク ア ッ プ サ ー バ ー 」に 関 す る 、次 の お 問 合 せ に 対 応 し ま す 。 

（ カ ス タ マ イ ズ を 実 施 し て い る 場 合 は 、 そ の 内 容 も 対 応 範 囲 に 含 み ま す ）  

・操 作 方 法 や 設 定 方 法 、サ ー バ ー 環 境 や OS な ど 動 作 環 境 に 関 す る お 問 合 せ  

・ 不 具 合 確 認 や 原 因 調 査 、 問 題 切 り 分 け な ど 、 障 害 に 関 連 す る お 問 合 せ  

・ パ ッ チ モ ジ ュ ー ル の 適 用 お よ び バ ー ジ ョ ン ア ッ プ 作 業 に 関 す る お 問 合 せ  

・ サ ー バ ー 変 更 に 伴 う デ ー タ 移 行 に 関 す る お 問 合 せ  

2.ラ イ セ ン ス キ ー 再 発 行  
「 ChatLuck バ ッ ク ア ッ プ サ ー バ ー 」 を イ ン ス ト ー ル し て 利 用 す る サ ー バ ー

の 変 更 に 伴 う ラ イ セ ン ス キ ー の 再 発 行 に 対 応 し ま す 。  
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第2条 （ サ ポ ー ト 提 供 方 法 ）  

1.技 術 サ ポ ー ト  

当 社 製 品 サ イ ト の 専 用 問 合 せ ペ ー ジ よ り お 問 合 せ く だ さ い 。  

問 合 せ ペ ー ジ  

ChatLuck 製 品 サ イ ト （ https://www.chatluck.com/）  

→ お 客 様 サ ポ ー ト → パ ッ ケ ー ジ 版 → お 問 合 せ → 技 術 サ ポ ー ト お 問 合 せ  

URL： https://faq.chatluck.com/contact-package  

受 付 時 間  
午 前 9:00～ 12:00 及 び 午 後 1:00～ 5:30  

※ 土 曜 日 曜 祝 日 及 び 別 途 通 知 す る 当 社 休 業 日 （ 夏 季 休 暇 、 年 末 年 始 休 暇 ） を 除 く  

当 社 か ら の 回 答  

電 子 メ ー ル に て 回 答 内 容 を ご 連 絡 し ま す 。 ※ TEL で の 対 応 は 行 っ て お り ま せ ん 。  

（ 対 応 時 間 ： 土 曜 日 曜 祝 日 及 び 別 途 通 知 す る 当 社 休 業 日 （ 夏 季 休 暇 、 年 末 年 始 休 暇 ）

を 除 く 、 月 ～ 金 曜 日 ）  

※ お 問 合 せ 内 容 に よ り 、 返 答 ま で に か か る 時 間 が 異 な り ま す 。  

 

操 作 方 法 や 設 定 方 法 な ど 、製 品 の 仕 様 や 利 用 方 法 に 関 す る お 問 合 せ に つ き ま し て は 、カ ス タ マ ー セ ン タ ー で も ご

案 内 し て お り ま す 。  

※ 技 術 的 な お 問 合 せ は カ ス タ マ ー セ ン タ ー で は お 受 け し て お ら ず 、別 途 上 記 お 問 合 わ せ ペ ー ジ よ り お 問 合 せ く だ

さ い 。  

カ ス タ マ ー セ ン タ ー TEL  0800-500-6330 

受 付 時 間  
午 前 9:00～ 12:00 及 び 午 後 1:00～ 5:30  

※ 土 曜 日 曜 祝 日 及 び 別 途 通 知 す る 当 社 休 業 日 （ 夏 季 休 暇 、 年 末 年 始 休 暇 ） を 除 く  

 

2.ラ イ セ ン ス キ ー 再 発 行  

当 社 製 品 サ イ ト の ラ イ セ ン ス キ ー 申 請 ペ ー ジ か ら 、ご 依 頼 内 容 を 当 社 ま で 送 信 く だ さ い 。 

※ お 客 様 サ ポ ー ト サ イ ト か ら の 自 動 再 発 行 も 行 え ま す 。  

ラ イ セ ン ス キ ー 申 請  

ChatLuck 製 品 サ イ ト （ https://www.chatluck.com/）  

→ お 客 様 サ ポ ー ト → パ ッ ケ ー ジ 版 → ラ イ セ ン ス キ ー 申 請 → ラ イ セ ン ス キ ー 申 請 フ ォ ー

ム へ  

URL： https://products.desknets.com/dnlicense2/#/chat -lic-apply  

当 社 か ら の 通 知  

電 子 メ ー ル に て ラ イ セ ン ス キ ー を 通 知 し ま す 。  

（ 対 応 時 間 ： 土 曜 日 曜 祝 日 及 び 別 途 通 知 す る 当 社 休 業 日 （ 夏 季 休 暇 、 年 末 年 始 休 暇 ）

を 除 く 、 月 ～ 金 曜 日 ）  

※ 当 社 営 業 日 17 時 ま で の 申 請 受 理 分 に つ き ま し て は そ の 当 日 中 に 、 ま た 当 社 営 業 日

17 時 後 及 び 当 社 休 業 日 の 申 請 受 理 分 に つ き ま し て は 、 翌 営 業 日 に 通 知 い た し ま す 。 

 

3.ICE サ ー バ ー サ ー ビ ス 提 供  

「ChatLuck ウ ェ ブ 会 議 」 を 利 用 す る 際 、 ク ラ イ ア ン ト 端 末 か ら 自 動 的 に ICE サ ー バー

サ ー ビ ス へ の 接 続 が 行 わ れ ま す 。  

※ 年 間 サ ポ ー ト の 期 間 が 終 了 し て い る お 客 様 へ の 、当 社 管 理 ICE サ ー バ ー へ の 接 続 は保

証 い た し ま せ ん 。  

  

https://faq.chatluck.com/contact-package
https://products.desknets.com/dnlicense2/#/chat-lic-apply
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4.新 バ ー ジ ョ ン の 無 償 又 は 特 別 価 格 提 供  

別 途 問 合 せ 担 当 者 に 通 知 い た し ま す 。  

 

5.オ フ ラ イ ン ヘ ル プ の 提 供 ：ChatLuck 

別 途 問 合 せ 担 当 者 に 通 知 い た し ま す 。  

 

第3条 （ 免 責 ）  

1.当 社 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、 ICE サ ー バ ー サ ー ビ ス の 提 供 を 中 止 す る

こ と が で き る も の と し ま す 。  

(1)当 社 又 は 当 社 の 指 定 し た 業 者 の 電 気 通 信 設 備 の 保 守 上 、又 は 工 事 上 や む を 得 な い 場 合  

(2)当 社 又 は 当 社 の 指 定 し た 業 者 が 本 サ ー ビ ス の メ ン テ ナ ン ス を 実 施 す る 場 合  

(3)当 社 又 は 当 社 の 指 定 し た 業 者 の 電 気 通 信 設 備 に 障 害 が 発 生 し た 場 合  

(4)電 気 通 信 事 業 者 又 は 当 社 の 指 定 し た 業 者 が 電 気 通 信 サ ー ビ ス の 提 供 を 中 止 す る こ と

に よ り 、 本 サ ー ビ ス の 提 供 を 行 う こ と が 困 難 に な っ た 場 合  

(5)前 各 号 の ほ か 、 当 社 が や む を 得 な い と 認 め る 事 由 が あ る 場 合  

2.当 社 は 、 前 項 第 １ 号 に よ り ICE サ ー バ ー サ ー ビ ス の 提 供 を 中 止 す る 場 合 は 14 日 前 ま で

に 、前 項 第 ２ 号 か ら 第 ５ 号 の い ず れ か に よ り ICE サ ー バ ー サ ー ビ ス の 提 供 を 中 止 す る場

合 は 予 め 、 そ の 理 由 、 実 施 期 日 及 び 実 施 期 間 を 当 社 が 適 切 と 判 断 す る 方 法 （ ウ ェ ブ サイ

ト 上 で の 表 示 、 お 客 様 に 対 す る 電 子 メ ー ル で の 通 知 等 の 方 法 を 含 み ま す が 、 こ れ に 限定

さ れ ま せ ん 。）で お 客 様 に 通 知 し ま す 。但 し 、緊 急 や む を 得 な い 場 合 は こ の 限 り で は あ り

ま せ ん 。  

3.当 社 は 、 天 災 地 変 、 そ の 他 の 緊 急 事 態 の 発 生 に よ り 、 通 信 需 要 が 著 し く 輻 輳 す る な ど、

通 信 の 一 部 又 は 全 部 を 利 用 す る こ と が で き な く な っ た 場 合 若 し く は そ の お そ れ が あ る場

合 、 公 共 の 利 益 の 為 に 緊 急 を 要 す る 事 項 を 内 容 と す る 通 信 を 優 先 的 に 取 り 扱 う 為 、 ICE

サ ー バ ー サ ー ビ ス の 提 供 を 中 止 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

4.当 社 は 、 自 ら の 裁 量 に よ り 、 お 客 様 の 承 諾 を 得 る こ と な く ICE サ ー バ ー サ ー ビ ス の 全部

又 は 一 部 を 廃 止 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

5.当 社 は 、 前 項 に よ り ICE サ ー バ ー サ ー ビ ス の 全 部 又 は 一 部 を 廃 止 す る 場 合 、 当 該 廃 止の

2 か 月 前 ま で に 当 社 が 適 切 と 判 断 す る 方 法 （ ウ ェ ブ サ イ ト 上 で の 表 示 、 お 客 様 に 対 する

電 子 メ ー ル で の 通 知 等 の 方 法 を 含 み ま す が 、こ れ に 限 定 さ れ ま せ ん 。）で お 客 様 に 通 知し

ま す 。  

6.当 社 は 、 ICE サ ー バ ー サ ー ビ ス の 提 供 中 止 ま た は 廃 止 に よ り お 客 様 に 生 じ た 損 害 に つ い

て 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。  

以 上  


